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訪問看護重要事項説明書「FCM訪問看護ステーションすみだ」 

 

１． 事業所の概要 

事業所名 FCM訪問看護ステーションすみだ 

所在地 東京都墨田区東向島 5-3-3 東向島ステーションプラザ 209号室 

事業所番号 訪問看護・介護予防訪問看護（東京都 １３６０７９０３４７） 

管理者 常勤の保健師もしくは看護師を 1名配置 

連絡先 ① 03-6657-0603 ② 080-3702-8531 

サービスを提供する地域＊ 墨田区および（台東区、荒川区、葛飾区、江戸川区の一部） 

＊ 上記地域以外の方も希望の方はご相談ください。 

 

２．事業所の職員体制 

  （1）管理者  １名（看護師） 

     管理者は、所属職員を指導監督し、適切な事業の運営が行われるように総括する。 

  （2）職員   常勤換算で２.５名以上の看護師または准看護師が、常にいるような配置になっている。 

     訪問看護計画書および報告書を作成し、訪問看護を担当する。 

  （3）理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・事務職員 

     リハビリおよび事務職員については状況に応じ必要数の配置を行うものとする。 

  事業所は、緊急時訪問看護加算（24時間対応体制加算）、特別管理加算（重症者管理加算）を算定できる体制を

とっております。   

 

３．営業時間  

年中無休 8時 30分～17時 30分 

 

  年末年始の 12月 31日から 1月 3日までは営業時間を短縮する場合があります。 

 

４．利用料金及びサービス利用者負担金 

 （１）サービス利用料及び利用者負担金については別紙の料金表によります。 

 （２）サービスを提供するために使用する水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者のご負担になります。  

 

５． キャンセル 

 （１）利用者がサービスの利用を中止する際には、すみやかに下記の連絡先までご連絡下さい。  

    連絡先の電話番号：①03-6657-0603 ②080-3702-8531 

 （２）利用者の都合でサービスを中止する場合には、サービス利用の前日までにご連絡下さい。当日のキャンセル

は、利用者負担金の 100％相当額のキャンセル料を申し受けることになります。（ただし、利用者の容態の

急変など、緊急の場合や、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。） 

 

６． 事故発生時の対応等 

  サービスの提供により事故が発生した場合は、市区町村、当該利用者の家族、当該利用者に係わる居宅介護支

援事業者等に連絡を行うとともに、事故の状況及び事故に際してとった処置を記録し、賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を速やかに行います。 
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７．緊急時の対応 

 （１）サービスの提供を行っている時に利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医

への連絡等を行います。 

 （２）緊急時訪問看護加算（24 時間対応体制加算）に同意された場合に限り、サービスの提供を行っていない時

にも常時電話連絡を取ることができます。 

 

８．非常災害対策 

事業者は、当事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、事象別の非常災害に関する具体的計画と

して災害時対応マニュアル(BCP)を策定しております。 

 

9．秘密保持 

（１） 業務上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報を、利用者又は第三者の生命、身体等の

危険防止の為など正当な理由がある場合を除いて契約期間中及び契約期間終了後も第三者に漏らすこと

はありません。 

（２） あらかじめ文書等により利用者の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず介護支援事業者との連絡調

整その他必要な範囲内で、同意した個人情報を利用できるものとします。 

 

10．当事業所のサービス方針等 

  当事業所の理念は、ご利用者様らしい生活を送ることができるよう支援することです。 

その為に、ご利用者様の心身の特性を踏まえ、ご要望に応えられるよう努めるものと致します。サービスの提

供にあたっては、関係各機関と連携を図らせていただきます。 

 

11．相談・苦情窓口 

 

 （１）当事業所お客様相談・苦情担当 

    担  当   管理者 

    電話番号   03-6657-0603 

    Ｆ Ａ Ｘ   03-6657-0604 

 

 （２）当事業所以外に、墨田区・東京都国保連の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

     

墨田区役所               03-5608-6544（介護保険課給付・事業者指導担当） 

    東京都国民健康保険団体連合会 03-6238-0177（介護保険課苦情処理係）  

 

 

12．当事業所の概要 

   名   称   株式会社ふたばケアメディカル 

   代 表 名   代表取締役 石井 徳雄 

   所 在 地   東京都墨田区東向島 4-32-7 宇草ビル 101 

     業務の内容   居宅介護事業 

地域密着型通所介護 

           訪問看護 


